
交渉・契約

空家

空家バンク

空家バンク制度とは？

空家バンク（空家情報登録制度）は、所有者が賃貸・売却を希望している市内の空き家情報を、
　　川内市のホームページや広報などで公開し、空家の利用を希望する方等へ紹介する制度です。

空家バンクのしくみ

所有者

・空家となった実家を相続したも
 のの、家を管理したり固定資産
 税を支払う事が負担になってき
 た。
・家を売って負担を減らしたい！
・家を貸して支払いの足しに！

PICKUP!!

利用希望者

所有者（空家）の登録

必要書類（物件登録申込書・物件登録カード・同意書）を御提出いただき、物件の現状を確認した上で、
適切と認められた場合に登録されます。

利用希望者の登録

必要書類（利用登録申込書・誓約書）を御提出いただき、利用希望者として適切と認められた場合に
登録されます。

PICKUP!!

～「所有者」と「利用希望者」の架け橋 ～

・　　 川内市に住んでみたい！
・二地域居住で　　川内市を
・拠点としたい！
・一戸建ての賃貸に住みたい！
・低予算で家を買いたい！
・ 島でのんびり暮らしたい！
・古民家カフェを開きたい！

建物業者

仲
介

選
定

協
定

鹿児島県宅地建物取引業協会

詳細情報

契約が成立した場合、「空家バンク成約奨励金」を申請いただけます。

※協会を介して所有者と利用希望者が交渉・契約を行います。

　　川内市役所

薩摩川内市建築住宅課
空き家政策グループ
〒895-8650 　鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号

〈お問合せ先〉 〔TEL〕　代表 0996-23-5111（内線3635）
〔FAX〕　0996-23-8389
〔MAIL〕　akiya@city.satsumasendai.lg.jp
〔HP〕　http://www.city.satsumasendai.lg.jp

申請・登録申請・登録


